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研究要旨 

養育不調によって委託解除となる要因を整理するために、ファミリーホームの現状と養育不

調ケースの把握を目的とした。全国 446 のファミリーホームを対象にオンライン調査を実施し、

有効回答 99 件について記述統計を算出した。回答のあったファミリーホームは自営型、夫婦の

片方が専任で補助者を雇っているところが多く、平成 27 年度の厚生労働省による調査時の状

況と変わりはなかった。ファミリーホーム運営の動機は子どもたちのためになりたいという社

会貢献的ニーズが代表され、元児童養護施設職員といった養育者の特徴を反映するものが多か

った。養育不調の経験は 24.2％と先行研究よりも高く、委託解除時の年齢は 13 歳から 18 歳が

半数を占める結果となった。委託解除となった理由としては、子どもの問題行動や他の入居児

との兼ね合いに関する記述が最も多かった。委託解除の要因としては「情緒不安定、行動上の

問題の状況」が最も高い数値が認められた。以上の結果は、養育の難しさを示唆するものであ

ると考えられるが、他の入居児との兼ね合いにも応じた、ファミリーホームに特化した養育不

調の予防策が求められると考えられる。 

Ａ．研究目的 

 本邦には、社会的養護に措置されている子ど

もは全国で約 42,000 人いる。そのうち約 8 割

は乳児院、もしくは児童養護施設等の施設で生

活しており、里親とファミリーホームを含めた

里親等委託率は 23.5％ (7,798 人) に留まって

いる 1。他の先進国では里親委託が主流である

中、この現状を鑑み、こども家庭庁は里親委託

率を引き上げることを目標としている。しかし、

里親委託には養育不調という課題も存在する。

養育不調とは「子どもの行動上の問題や養育者

の養育上の課題の大きさにより、養育者が子ど

もへの対応が困難になる状況」を意味し、その

ような状態が続きひどくなれば委託を継続で

きない場合がある。伊藤 (2018)の里親への調

査によれば、回答者の 17％に養育不調による

委託・措置解除の経験があると認められ 2、里

親委託推進とともに養育不調に対しては、養育

不調が起こる現状を把握した上で施策化に活

かし、それを現場が重要性を理解して実行に移

していく必要がある。 
そのため本研究では、養育不調の要因につい

て検討するため、Konjin et al., (2018)3の、里

親委託の不安定性の要因に関するシステマテ
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ィックレビューを参考に、「委託や委託解除時

の状況」、「子どもの心身の特性や行動上の問

題」、「養育上の課題」、「支援の課題」の 4 つに

分けて質問項目を作成することとする。また、

養育不調の要因について探索的に検討するた

め、養育不調により委託・措置の解除となった

事例と養育が継続している事例を比較し検討

を行う。 
最終的には、ファミリーホームの他、里親・

地域小規模児童養護施設・フォスタリング機

関・児童相談所に対する本調査と同様の視点か

らの調査を行う分担研究と併せ、不調の要因と

なる事項やプロセスをより幅広い視点から明

らかにし、適切なアセスメント、養育環境の選

択、必要な支援について課題を整理し改善のあ

り方について示し、それぞれの視点を統合した

手引を作成することを目的としている。 
 
Ｂ．研究方法 

1．調査内容 

 
(1) フェイスシート 

質問項目Ⅰは回答者の養育者としての種別

や動機づけに関する質問項目とした。 
 

(2) 委託・措置時や委託・措置解除時の状況 

Ⅱは養育不調による委託解除の経験につい

ての質問とした。次に、養育不調により委託解

除となった年齢や委託解除後の委託・措置先に

ついての質問とした。また、措置変更の理由と

委託解除の要因に関する質問項目とした。 
 

(3) 子どもの心身の特性や行動上の問題 

委託解除となった子どもと、継続して養育を

受けている子どもを比較して検討するため、養

育不調による委託・措置の解除を経験した養育

者には、その委託・措置の解除となった子ども

を A さんとして、以下の項目について回答す

る項目を作成した。養育不調による委託解除を

経験していない養育者には、「これまで一番長

くしている (していた)お子さん」を A さんと

して、同じ以下の質問項目を設定し、回答を求

めることとした。 
Ⅲでは、A さんの年齢・性別などの基本情報

とファミリーホーム内の構成 (他の委託児童

や実子の有無等) についての質問とした。Ⅳで

は、児童相談所による保護理由、虐待被害の有

無と種類、医学的診断の有無と種類、知能検査

と発達検査について尋ねる項目を設けた。 
里親・ファミリーホーム・地域小規模児童養

護施設に委託・措置されている子どもの 3 割以

上が虐待を受けた経験があることを考えると、

行動上の問題を検討する上で虐待を受けた子

どもの行動特徴を考慮に入れた質問紙が必要

であると考えられる。養育不調による委託解除

となった子どもと、継続して養育を受けている

子どもの行動上の問題を比較して検討するた

め2003年度から2005年度に渡り行われた『厚

生労働科学研究費補助金 疾病・障害対策研究

分野 子ども家庭総合研究』による「児童福祉

機関における思春期児童等に対する心理的ア

セスメントの導入に関する研究 (代表研究者：

西澤哲)」にて作成され、生後 6 ヶ月～2 歳未

満と 2 歳～6 歳を対象とし泉・奥山 (2009)4に

よって標準化された養育問題のある子どもの

行動チェックリスト (CMYC) と、同様に開発

された 6 歳～18 歳の子どもを対象とし山本ら 
(2008)5 によって更に標準化が行われた「虐待

を受けた子どもの行動チェックリスト 
(ACBL-R)」を使用することとした (Ⅴの部分)。 

 
(4) 養育上の課題 

Ⅵは養育上の課題について、引土ら (2019)6、

庄司ら (2011)7 の調査を参考に、代表、分担、
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研究協力者によって話し合い養育上の課題に

ついての項目を決定した。(3) から引き続き A
さんを想定して回答を求めることとした。 
 
(5) 支援上の課題 

引土ら (2019)、庄司ら (2011) の調査を参

考に、代表、分担、研究協力者によって話し合

い、支援の課題について項目を決定した。 
引き続き A さんを想定してもらい、「Ⅶ．児

童相談所の状況について」、「Ⅷ．民間フォスタ

リング機関 (里親支援専門相談員、児童家庭支

援センターの支援を含む)の支援状況について」

「Ⅸ．その他の支援について」の回答を求める

こととした。 
 

2．調査対象者 

 調査開始の 2024年 2月時点で日本ファミリ

ーホーム協議会に登録されている全国のファ

ミリーホーム 446 箇所を対象とした。 
 
3．調査方法 

調査依頼はメールにて日本ファミリーホー

ム協議会より一斉に依頼した。回答方式は研究

代表者の所属する機関が運用しているオンラ

インフォーム (成育REDCapシステム)であっ

た。 
 

4．調査期間 

回答期間は 2024 年 2～3 月であった。 
 (倫理面への配慮) 

回答者と研究対象となった委託・措置されて

いる子どもの匿名性を厳密に確保した。国立成

育医療研究センター倫理審査委員会の承認 
(2023-164)を得て実施した。 
 
Ｃ．研究結果 

今回は、アンケート結果のうち、項目Ⅱまでに

ついて報告する (資料 1)。 
 

１．回収率 

回答数は 101 件 (回収率 22.6％) で有効回

答数は 99 件（有効回答率 22.2％）であった。 
 

2．ファミリーホームの経営及び運営形態 

 ファミリーホームの経営形態は「自営型：里

親経験者・児童養護施設等の職員経験者が個人

事業主として経営」が 72 件 (72.7％)、「法人

型：社会福祉法人や NPO 法人、一般社団法人

が運営母体として経営」が 20 件 (20.2％)、未

記入が 7 件 (7.1％)であった (図 1)。 
運営体制は「夫婦が揃って専業で養育者とな

る家庭に補助者 1 名を雇用している」が 32 件 
(32.3％)、「夫婦のうち 1 人がファミリーホー

ム専業の養育者、もう一人が兼業の養育者とな

る家庭に、補助者 1～2 名を雇用している」が

40 件 (40.4％)、「単身の養育者の家庭に複数の

補助者を雇用している」が 20 件 (20.2%)、未

記入が 7 件 (7.1％) であった (図 2)。 
 
3．回答者 

回答者の内訳は「男性の養育者」が 48 件 
(48.5％)、「女性の養育者」が 42 件 (42.4％)、
「女性の補助者」が 2 件 (2.0％)、未記入が 7
件 (7.1％)であった (図 3)。回答者のうち、里

親登録をしているのは 92 件 (92.9％)、登録な

しは 0 件、未記入が 7 件 (7.1％) であった (図
4)。 

 
4．ファミリーホームとして初めての子どもを

委託されてから今までの期間 

 ファミリーホームとして初めて子どもを委

託されてから今までの期間は、0 ヵ月以上 6 ヵ

月未満が 0 件、6 ヵ月以上 1 年未満が 3 件 
(3.0％)、1 年以上 2 年未満が 8 件 (8.1％)、2
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年以上 3 年未満が 7 件 (7.1％)、3 年以上 4 年

未満が 8 件 (8.1％)、4 年以上 5 年未満が 8 件 
(8.1％)、5 年以上 10 年未満が 22 件 (22.2％)、
10 年以上 15 年未満が 18 件 (18.2％)、15 年

以上が 8 件 (8.1％)、未記入が 17 件 (17.2％) 
であった (図 5)。 
 
5．ファミリーホーム運営の動機 

 ファミリーホーム運営の動機について (複
数回答)は、「社会的養護の必要な子どものため

になりたかったため」が 52 件 (52.5％)、「親

族の子どもが社会的養護を受けることになっ

たため、自分が育てようと思った」が 26 件 
(26.2％)、「実子の子育てはひと段落したが、も

っと子育てをしたい」が 8 件 (8.1％)、「実子が

おらず、子どもを育てたいと思ったから」が 7
件 (7.1％)、「ファミリーホームを運営すること

に伴う社会的評価があると思ったため」が 6 件 
(6.1％)、「子どもが欲しかったため (養子の希

望あり)」が 4 件 (4.0％)、「実子の子育て中だ

が、もっと子どもを育てたい」が 4 件 (4.0％)、
「不妊治療をやめることになったため」が 1 件 
(1.0％) であった (表 1)。なお、本項目は複数

回答のため、合計が 100%超えとなっている。

その他の動機 (自由記述) を分類したところ、

「施設職員として働いていく中で施設よりも

家庭に近い環境での養育が子どもたちには必

要だと感じた」(5 件)、「職員という制約をなく

して子どもたちとかかわりたかった」(3 件)、
「もともと里親をしており自治体や児童相談

所からの勧めがあった」(3 件)、などが挙げら

れた。 
 
6．養育不調による委託解除の経験 

 2021 年 4 月から 2023年 12 月末までの養育

不調による委託解除の経験の有無については、

「あり」が 24 件 (24.2％)、「なし」が 68 件 

(68.7％)、未記入が 7 件 (7.1％) であった (図
6)。経験した養育不調による委託解除ケースの

平均は 1.7 人 (標準偏差 0.87) であった。 
 
7．子どもの委託解除時の年齢 

上記で「あり」と答えた回答 24 件、養育不調

による委託解除を複数の子どもで経験された

養育者による追加回答 6 件、合わせて 30 件に

養育不調による委託解除ケースについて尋ね

た。子どもの委託解除時の年齢は 0~2 歳が 0
件、3~6 歳が 4 件 (13.3％)、7~9 歳が 3 件 
(10.0.％)、10～12 歳が 5 件 (16.7％)、13～15
歳が 11 件 (36.7％)、16～18 歳が 7 件 (23.3％) 
であった (図 7)。平均年齢は 12.2 歳 (標準偏

差 4.04)であった。 
 
8. 委託解除後の措置変更先 

委託解除後の措置変更先については、「児童

養護施設」が 11 件 (36.7％)、「その他 (家庭復

帰による委託解除)」が 6 件 (20.0％)、「里親」

が 5 件 (16.7％)、「児童心理治療施設」が 4 件 
(13.3％)、「わからない」が 3 件 (10.0％)、「児

童自立支援施設」が 1 件 (3.3％) であった (図
8)。 

 
9．委託解除となった理由 (自由記述) 

 委託解除となった理由 (自由記述)について

分類したところ、「他害以外の子どもの問題行

動」(11 件)、「ファミリーホーム内や学校での

他害や器物破損行為」(6 件)、「養育者や他の同

居児童の精神的不調」(6 件)、「児童相談所の判

断」(3 件)、などが挙げられた。 
 
10．委託解除の要因 

委託解除の要因として、以下の 7 項目につい

て「要因として大きくない」 (1) ～「要因とし

て大きい」 (4) の 4 件法で回答してもらった
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ところ、「情緒不安定、行動上の問題の状況」

が平均 3.83 (標準偏差 0.47)、「実家族の状況」

が平均 2.97 (標準偏差 1.24)、「養育のあり方・

家庭状況」が平均 2.97 (標準偏差 1.02)、「児童

相談所の対応のあり方」が平均 2.86 (標準偏差 
1.06)、「民間フォスタリング機関等の支援のあ

り方」が平均 1.58 (標準偏差 1.03)、「マッチン

グ時における情報やアセスメントが十分でな

かったため」が平均 2.29 (標準偏差 1.05)、「子

ども自身の家庭復帰や他施設等への意向が大

きかったため」が平均 1.80 (標準偏差 1.10) で
あった。その他の委託解除の要因 (自由記述) 
は、障害や虐待被害など、子ども自身の事柄に

ついての詳細の記載がほとんどであった。 
 
Ｄ．考察 

1．回収率 

本調査の回収率は 22.6％あった。ファミリ

ーホームへの調査の回収率の多く（例えば北島

ら（2020）8）は、6 割を超えることもあるが、

低い結果となった。ファミリーホームを対象と

したアンケートはメールにて協力を仰いだが、

里親へのアンケートは各自治体より郵送にて

行っている。そのため、里親登録をしているフ

ァミリーホームへも里親アンケートが回って

いる可能性がある。よって、ファミリーホーム

アンケートの回収率が振るわなかったのはフ

ァミリーホームによっては里親アンケートの

方が目に留まりやすくそちらに回答が流れた

可能性が考えられる。 
 

2．ファミリーホームの経営及び運営形態 

 ファミリーホームの経営形態および運営体

制については、自営型が 7 割を占め、専業と兼

業の夫婦に複数の補助者が 1~2 名いるファミ

リーホームが 4 割と最も多かった。これらは、

平成 27 年度の厚生労働省による調査 9 と同様

であった。 
 
3．回答者 

回答者の内訳は「男性の養育者」と「女性の

養育者」がほぼ同じ割合で、若干男性の養育者

の方が多かった。伊藤（2018）の里親への調査

では、里母が 74％と女性の回答が多いが、フ

ァミリーホームでは回答者の割合がほぼ同じ

割合になっていることが特徴的である。 
 

4．ファミリーホームとして初めて子どもを委

託されてから今までの期間 

 ファミリーホームとして初めて子どもを委

託されてから今までの期間を 5 年区切りでみ

ていくと、５年未満が 34.4％で、5 年以上 10
年未満が 22.0％、10年以上 15年未満が 18.2％、

15 年以上が 8％であった。5 年未満のファミリ

ーホームで子どもの養育経験が長くはない方

の回答がやや多いが、5 年以上、10 年未満と、

10 年以上の 15 年未満の回答者は同程度であ

ると考えられた。 
 
5．ファミリーホームの運営の動機 

 ファミリーホームの運営動機については、社

会的養護の必要な子どものためになりたかっ

たという動機が最も多かった。自由記述でもあ

るように、もともと施設職員としての経験があ

り、時間的な制約や職員の交代などによる施設

での養育の限界を感じ、ファミリーホームによ

る養育に可能性を感じることも動機としてあ

ることが推察される。 
 
6．養育不調による委託解除の経験 

 2021 年 4 月から 2023年 12 月末までの養育

不調による委託解除の経験についてはおおよ

そ 24.2％となった。これは先行研究の約 17％
に比べると高い割合となった。 
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7．委託解除時の年齢 

委託解除となった年齢は 13 歳から 15 歳、16
歳から 18 歳が多く、2 つの年齢区分で全体の

6 割を占める結果となった。これまでファミリ

ーホームにおける養育不調による委託解除時

の年齢のデータは稀有だったが、中学生から高

校生という思春期の時期が最も養育不調が起

こりやすい可能性が示唆された。 
 庄司ら（2011）は、里親養育に関する児童相

談所への調査で、里親に委託されている子ども

において、13～15 歳では「反発・反抗」26.0％，

「里親宅への不適応」18.1％，「学校への不適

応・不登校」18.1％，｢生活の乱れ｣18.1％，「学

習意欲が乏しい」18.1%，「夜遊び・深夜徘徊・

無断外泊」13.8％等と，中学生時期が最も難し

く，非行系の問題が顕現化してくることを示し

ている。ファミリーホームにおいても、そのよ

うな傾向が当てはまるのかもしれず、それらの

点について、YMCA や ACBL の数値化にて検

討が必要であり、現在分析を行っているところ

である。今後その結果について明らかにしてい

きたい。 
 
8. 委託解除後の措置変更先 

委託解除後の措置変更先については、児童養

護施設が 3 割以上であった。次に、家庭復帰が

変更先となっていた。養育不調による委託解除

の変更先については、児童相談所との連携によ

って把握していると考えられる。 
 

9．委託解除となった理由 

ファミリーホームにおいて子どもとかかわ

っていく中での理解や認識として、「他害以外

の子どもの問題行動」や「ファミリーホーム内

や学校での他害や器物破損行為」に多くの回答

が認められた。委託されている子どもの行動上

の問題が委託解除の理由として大きいことが

考えられる。 
 その他、「養育者や他の同居児童の精神的

不調」と回答のあった事例では、養育者や他の

同居児童が限界を迎えていたことが示唆され

る。「児童相談所の判断」があり、これらの回

答をした事例では、児童相談所や支援機関の効

果的な介入が難しかったことが推察されるが、

その点については、実際のケースに関するヒア

リングなどで明らかにしていくことが必要で

あろう。 
ファミリーホームの場合、単に該当児童の問

題行動が手に負えないという理由だけではな

く、常に複数の委託児童を養育しているため、

子ども同士の関係性や精神的不調など複数の

要因が合わさり、ファミリーホーム運営を維持

していく上で委託解除の選択肢を取らざるを

得ない場合もあると考えられる。ファミリーホ

ームで暮らす子ども達は、それぞれの生立ちや

実家族との事情があり、発達やアタッチメント

の問題を抱えている子どもも多いと考えられ

る。その子ども達を養育することの困難さは計

り知れず、子ども同士の力動も考慮したコンサ

ルテーションなどの機能をどのように外部に

作るかが課題であるかもしれない。 
  
10．委託解除の要因 

 「情緒不安定、行動上の問題の状況」が最も

数値が高かった。佐賀・前川ら (2021)10は、近

年、ファミリーホームに施設にも里親にも行け

ない養育の難しい子どもが委託されていると

感じている関係者が増えていると述べている。

施設でも里親でも不調を起こしてしまう子ど

もの行き先として、ベテランの養育者がいる家

庭環境を与えられる場として、ファミリーホー

ムが選ばれることがあると述べている。 
 「情緒不安定、行動上の問題の状況」につい
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ては、YMCA や ACBL にて回答を求めており、

数値化にて検討が必要であり、現在分析を行っ

ているところである。その結果について示し合

わせて考察していきたい。 
 
11．本調査の限界について 
 本調査の回収率は回収率 22.6％で、有効回

答率は 22.2％であった。また、不調を経験した

里親は 30％であった。本調査では、有効回答

率に関して、先行研究と比べ少なかった。 
以上から、本調査は、不調に対して一般化して

里親養育不調の要因について検討を行うこと

は難しい。その数値の分析については、養育不

調において、その対応について考える上で探索

的な視点から慎重に検討を行っていくことが

求められる。 
 
Ｅ．結論 

本年度では、養育不調による委託解除となる

要因を整理するために、ファミリーホームの現

状と養育不調ケースの把握を行った。その結果、

ファミリーホームにて一定数養育不調による

委託解除が起こっており、それは13歳から18歳
の高年齢の児童に多いことが確認された。「情

緒不安定、行動上の問題の状況」が最も数値が

高かった。社会的養護においてファミリーホー

ムに委託されている子どもたちの養育の難し

さが影響している可能性について、今後里親や

地域小規模児童養護施設のデータと比較分析

して検討を行うこととする。 
本調査では、養育不調による委託解除を経験

したことがある場合は委託解除となったケー

スについて、経験がない場合は一番長く養育し

たケースについての回答を求める個別ケース

票も設けていた。したがって、来年度は両ケー

スについての分析及び比較検討を行い、養育不

調の要因を精査していく。その上で、改善策や

予防策を案出していくことが重要であると考

えられる。 
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図 1. ファミリーホームの経営形態 

 

 

 

図 2. ファミリーホームの運営形態 
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図 3. 回答者の属性 

 

 

図 4. 里親登録の有無 
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図 5. 初めて委託されてから今までの期間 

 

 

 

  

N ％

社会的養護の必要な子どものためになりたかったため 52 52.5
親族の子どもが社会的養護を受けることになったため、自分が育てようと思った 26 26.2
実子の子育てはひと段落したが、もっと子育てしたい 8 8.1
実子がおらず、子どもを育てたいと思ったから 7 7.1
ファミリーホームを運営することに伴う社会的評価があると思ったため 6 6.1
子どもが欲しかったため（養子の希望あり） 4 4.0
実子の子育て中だが、もっと子どもを育てたい 4 4.0
不妊治療をやめることになったため 1 1.0
合計 108 109.0

表1. ファミリーホーム運営の動機 (複数回答)
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図 6. 2021 年 4 月から 2023 年 12 月末までの養育不調による委託解除の経験 

 

 

図 7. 養育不調による委託解除の年齢 



 

 
161 

 

図 8. 委託解除後の措置変更先 

 

 


